
認 定 書

国 住 指 第 4092号
令和 3年 3月 23日

旭化成建材株式会社

代表取締役社長 山越 保正 様

国土交通大臣  赤羽

下記の構造方法等については、建築基準法第 68条の 25第 1項 (同法第 88条第 1項にお
いて準用する場合を含む。)の規定に基づき、同法第 2条第人号並びに同法施行令第 108条

第一号及び第二号 (外壁 (耐力壁):各 30分間)の規定に適合するものであることを認める。

1.認定番号

PC030BE-3846-1(3)

2.認定をした構造方法等の名称

人造鉱物繊維断熱材充てん/木板 。フェノールフォーム板 。構造用面材 [木

質系ボー ド、セメン ト板、火山性ガラス質複層板又はせつこうボー ド]表張

/せつこうボー ド裏張/木製軸組造外壁

3.認定をした構造方法等の内容

別添の通 り

(注意)こ の認定書は、大切に保存 しておいてください。

記



(別 添)

1.構造名

人造鉱物繊維断熱材充てん/木板・フェノールフォーム板・構造用面材 [本質系ボー ド、セメン ト板、火山性ガラス

質複層板又はせつこうボー ド]表張/せっこうボー ド裏張/木製軸組造外壁

2.寸法及び形 (寸法単位 :mm)

3.材料構成

(1)主構成材料 (寸法単位 :mm)

項   目 仕  様

壁   高 構造計算等により構造安全性が確かめられた寸法とする

壁  厚 176.5以上

項  目 仕  様

回柱 材料 木材

材質  (1)～ (4)の うち、いずれか一仕様 とする

(1)平成 12年建設省告示第 1452号 に規定する構造用製材 (」AS)

(2)平成 13年国土交通省告示第 1024号 に規定する構造用集成材 (」AS)

(3)平成 13年国土交通省告示第 1024号 に規定する単板積層材 (」AS)

(4)平成 12年建設省告示第 1452号 に規定する無等級材
寸法 105× 105以上

密度 (気乾)0.38とα08g/cm3以上

回間柱 ・材質 木
・種類

(1)～ (3)の うち、いずれか一仕様 とする

(1)製材

(2)集成材

(3)単板積層材
・寸法 30× 105以上

45× 105以上 (内装材・構造用面材縦 目地部)

・間隔 500以下



(寸法単位 :■lm)

項  目 仕  様

材 [1]木材

・材質  (1)、 (2)の うち、いずれか一仕様 とする

(1)日 本農林規格の品質に適合する構造用製材、造作用製材、下地用製材、広葉樹製材

(2)平成 12年建設省告示第 1452号 に規定する無等級材のうち針葉樹材

・密度 (気乾)0,38.008g/cm3以 上

・厚さ 15± i5以上 30■ 30以下

・働き幅 100～ 240

[2]日 地形状 (外装材働き幅方向)

(1)～ (9)の うち、いずれか一仕様 とする

(1)突付け

(2)本実

(3)オロじゃくり

(4)突付け+目 板

・外装材間の働き幅方向の日地 :隙間なし

・重なり幅 15以上

(5)本実+目 板

・外装材間の働き幅方向の目地 :隙間なし
。重なり幅 15以上

(6)木目じやくり+目 板

・外装材間の働き幅方向の日地 :隙間なし
。重なり幅 15以上

(7)大和張り (外装材十目板 )

・外装材間の働き幅方向の目地 :隙間あり

・外装材 と目板の重なり幅 15以上

(8)大和張り (外装材十外装材)

・外装材間の働き幅方向の目地 :隙間あり

・外装材 と外装材の重なり幅 15以上

(9)よ ろい張り

・外装材 と外装材の重なり幅 15以上

突付  本実 相じやくり 突付+目 板
大手日B長 しサ

(外装材+目 板)

大手霞B長 り

(外装材十タト装材 )

よるい張 り

I

I:

1

重 な り

15以上

重なり

:5以上
コ毛監

輯 i

推

]コ 働 き

重なり

15以上

働き幅勘

E

[3]目 地形状 (外装材長手方向)

(1)、 (2)の うち、いずれか一仕様とする

(1)な し (突付けの場合)

(2)あ り

・幅 10.1以 下
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(寸法単位 :mm)

項  目 仕  様

国外装材
(つづき)

[4]目 透 し

(1)、 (2)の うち、いずれか一仕様とする

(1)な し

(2)あ り

・深さ 木板の最小厚さが 7.5以 上となる寸法以下
・幅 15以下

[5]裏溝

(1)、 (2)の うち、いずれか一仕様 とする

(1)な し

(2)あ り

・幅 5以下、深 さ 5以下、本数 3本以下

突付け
ノ
√目透し(藉

さ
:奄額雫

最4ヽ厚さが75以上となる寸法以下

相 じゃくり 透 し

{擦野:繁豪下
[6]張 り方 (1)、 (2)の うち、いずれか一仕様 とする

(1)縦張り

(2)横張り

[7]表面塗装  (1)、 (2)の うち、いずれか一仕様 とする

(1)な し

(2)あ り
。材料 塗材

・材質 1)～ 9)の うち、いずれか一仕様とする

1)ウ レタン系樹脂

・塗布量 520g/m2以下 (有機固形分 312g/m2以下)

2)ア クリル系樹】旨

・塗布量 520g/m2以下 (有機固形分 312g/m2以下)

3)アルキンド系樹脂

・塗布量 520g/m2以下 (有機回形分 312g/m2以下)

4)シ リコーン系樹脂

・塗布量 520g/m2以下 (有機固形分 312g/m2以下)

5)フ ッ素系樹脂

・塗布量 520g/m2以下 (有機固形分 312g/m2以下)

6)油性塗料

・塗布量 520g/m2以下 (有機固形分 312g/m2以下)

7)合成樹脂塗料

・塗布量 520g/m2以下 (有機固形分 312g/m2以下)

8)木材保護塗料

・塗布量 520g/m2以下 (有機固形分 312g/m2以下)

9)光触媒塗料 (酸化チタン被覆)

・塗布量 520g/m2以下 (有機固形分 312g/m2以下)
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(寸法単位 :“lm)

項  目 仕  様

□目板 (1)、 (2)の うち、いずれか一仕様 とする

(1)な し

(2)あ り

・材質 1)、 2)の うち、いずれか一仕様 とする

1)日 本農林規格の品質に適合する構造用製材、造作用製材、下地用製材、広葉樹製材

2)平成 12年建設省告示第 1452号 に規定する無等級材の うち針葉樹材

・寸法 厚さ 15× 幅 30以上

・外装材 との重なり幅 15以上

回外装下地胴縁 (1)、 (2)の うち、いずれか一仕様 とする

(1)な し

(2)あ り (外装材が縦張 りの場合に使用可)

・材料 木材

・材質 1)、 2)の うち、いずれか一仕様とする

1)日 本農林規格の品質に適合する構造用製材、造作用製材、下地用製材、広葉樹製材

2)平成 12年建設省告示第 1452号 に規定する無等級材の うち針葉樹材

・寸法 一般部 :15× 45以上

目地吉Б:15× 45以 LX2本
又は 15× 90以上

・間隔 500以 下

・張り方 横張り

回胴縁 ・材料 本材

・材質  (1)、 (2)の うち、いずれか一仕様 とする

(1)日 本農林規格の品質に適合する構造用製材、造作用製材、下地用製材、広葉樹製材

(2)平成 12年建設省告示第 1452号 に規定する無等級材のうち針葉樹材

・寸法 一般部 :15× 45以上

目地部 :15× 45以上×2本

又は 15× 90以上

・間隔 500以下

・張り方 (1)、 (2)の うち、いずれか一仕様 とする

(1)縦張り

(2)横張り
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(寸法単位 :mm)

項  目 仕  様

回外張断熱材 ・材料  (1)、 (2)の うち、いずれか一仕様 とする

(1)フ ェノールフォーム断熱材 (」 IS A 9521)

(2)フ ェノールフォーム保温板 (」IS A 95H)

・密度 (基材) 29.3～ 41.4 kg/m8

いずれか一仕様 とする(1)～ (3)の うち、・組成 (質量%)
(1‖

冨鉢乙筑¬矧望禁キ
プ~~ル系権胡旨)   :!:(夕

l・害1)

⑫
堰箭琺観象と常鑓邸

働 軽!20州ヽ害1)※炭化水素系は 5.2以下

・堰箭琺観象と結鑓邸
酌 弼と20ホ割)※炭化水素系は 5.2以下

・面材 (両面) (1)～ (6)の うち、いずれか一仕様 とする

(1)な し

(2)ポ リエステル系不繊布

・使用量 10± 1～ 30± 3g/m2(片面当り)

(3)ポ リプロピレン不繊布

・使用量 10.1～ 30± 3g/m2(片面当り)

(4)ポ リエチレン加工紙

・使用量 10.1～ 30.3g/m2(片面当り)

(5)不燃性の加工紙 (けい酸マグネシウム紙、ガラス繊維紙、アル ミニウムはく、ガラス繊維

複合紙)

(6)張 り合わせアル ミニウム箔

・形状 平板

・張 り方 (1)、 (2)の うち、いずれか一仕様 とする

(1)単層張り
。厚さ 20■ 2～ 100± 4

(2)重ね張り

                   =4)(総厚 40.2～ 100■・厚さ 20.2～ 80.2+20.2～ 80.2

5



(寸法単位 :mm)

項  目 仕  様

回構造用面材 (1)～ (4)の うち、いずれか一仕様とする

(1)木質系ボー ド

・材質 1)～ 5)の うち、いずれか一仕様 とする

1)構造用合板

・規格 」AS

・厚さ 9以上

2)構造用パネル

・規格 」AS

・厚さ 9以上

3)パーティクルボー ド (」 IS A 5908)

・厚さ 9以上

4)ミ ディアムデンシティファイバーボー ド (」 IS A 5905)

・厚さ 9以上

・密度 0.70と 007gんド以上

5)シージングボー ド (」 IS A 5905)

・厚さ 12以上

・密度 0.33g/cm3以上

(2)セ メン ト板

・材質 1)～ 8)の うち、いずれか一仕様 とする

1)硬質木毛セメン ト板 (」 IS A 5404)

・厚さ 15以上

2)硬質木片セメン ト板 (」 IS A 5404)

。厚さ 12以上

3)パルプセメン ト板 (JIS A 5414)

・厚さ 9以上

4)フ レキシブル板 (」 IS A 5430)

・厚さ 9以上

5)け い酸カルシウム板 (」 IS A 5430)

・厚さ 9以上

6)ス ラグせつこう板 (」IS A 5430)

・厚さ 9以上

7)両面アクリル系樹脂塗装/パルプ・けい酸質混入セメン ト板

(国 土交通大臣認定 :QM 0457)

・厚さ 9以上

8)繊維混入けい酸カルシウム板

(国土交通大臣認定 :NM 8578)

・厚さ 9以上
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(寸法単位 :Hlm)

項  目 仕  様

回布毒造用面材
(つづき)

(3)火山性ガラス質複層板 (」IS A 5440)

・厚 さ 9以上

(4)せっこうボー ド

・材質 1)～ 4)の うち、いずれか一仕様 とする

1)せ っこうポー ド (」 IS A 6901)

・厚 さ 9.5以上

2)強化せつこうボー ド (」 IS A 6901)

・厚 さ 12.5以上

3)両面ボー ド用原紙張/せっこう板 (国土交通大臣認定 :剛-4127)

。厚 さ 9.5以 上

4)ボー ド用原紙張ガラス繊維混入せつこう板

(国土交通大臣認定 :QM-09541)
。厚 さ 9.5以上

国充てん断熱材 人造鉱物繊維断熟材

・材料  (1)～ (4)の うち、いずれか一仕様 とする

(1)グラスウール (」 IS A 9504、 JIS A 9521)
。厚 さ 10以上

・密度 10 kg/m3以上

(2)吹込み用グラスウール (」 IS A 9523)

・厚 さ 10以上

・密度 20 kg/m3以上

(3)ロ ンクウ~ル (」 IS A 9504、 JIS A 9521)

・厚 さ 10以上

・密度 10 kg/m3以上

(4)吹込み用ロックタール (」IS A 9523)

・厚 さ 10以上

・密度 60 kg/m3以上

1)、 (2)の うち、いずれか一仕様とする

(1)せつこうボー ド (」 IS A 6901)

・厚さ 12.5以上

(2)強化せつこうボー ド (」IS A 6901)

・厚さ 12.5以 上

目地形状 (1)～ (3)の うち、いずれか一仕様とする

(1)ベベル

(2)ス ク ウェア

(3)テ ーパー

(
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(2)副構成材料 (寸法単位 :mm)

項  目 仕  様

①防水紙 (1)、 (2)の うち、いずれか一仕様とする

(1)な し

(2)あ り
。材料 1)、 2)の うち、いずれか一仕様とする

1)ア スファル トフェル ト (」 IS A 6005)

・単位面積質量の呼び 430以 下

2)透湿防水シー ト (」IS A 6111)

・材質 ①～③のうち、いずれか一仕様とする

①ポリエチレン

②ポリエステル

③ポリプロピレン

・厚さ 0.4以下
・面材 ①、②のうち、いずれか一仕様とする

①なし

②あり

・材質 i)、 五)の うち、いずれか一仕様とする

1)アルミニウムはく

五)ア ルミニウム蒸着

②気密材 [1]構造用面材用

(1)、 (2)の うち、いずれか一仕様とする

(1)な し

(2)あ り
・材料 1)、 2)の うち、いずれか一仕様とする

1)粘着層付きテープ

・材質 ①～③のうち、いずれか一仕様とする

①ブチルゴム系

②EPDMゴム系

③アクノル系

④アスファル ト系

⑤ポリエチレン系

⑥ポリエステル系

⑦ポリプロピレン系

③ポリオレフィン系
・寸法 厚さ 1.0±αl以下

幅 100以下
・使用量 120±鬱g/m以下

2)アルミニウムはく付き粘着テープ
。材質 ①～③のうち、いずれか一仕様とする

①ポリエチレン系

②ポリエステル系

③ポリプロピレン系
・寸法 厚さ 1.0.。 1以下

幅 100以下
・使用量 120± 12g/m以下
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(寸法単位 :Hlm)

項  目 仕  様

②気密材

(つづき)

[2]外張断熱材用

(1)、 (2)の うち、いずれか一仕様とする

(1)な し

(2)あ り
。材料 1)、 2)の うち、いずれか一仕様とする

1)粘着層付きテープ

・材質 ①～③のうち、いずれか一仕様とする

①ブチルゴム系

②EPDMゴム系

③アクリル系

④アスファル ト系

⑤ポリエチレン系

⑥ポリエステル系

⑦ポリプロピレン系

①ポリオレフィン系
・寸法 厚さ 1.0.01以下

幅 100以下

・使用量 120± 12g/m以下

2)アルミユウムはく付き粘着テープ

・材質 ①～③のうち、いずれか一仕様とする

①ポリエチレン系

②ポリエステル系

③ポリプロピレン系
・寸法 厚さ 1,0と01以下

幅 100以下
。使用量 120± 12g/m以下

③充てん断熱材

吹込み施工用ネ

ツト

(1)、 (2)の うち、いずれか一仕様とする

(1)な し

(2)あ り

・材質 1)～ 5)の うち、いずれか一仕様 とする

1)ポ リエチレン

・質量 862、 +4g/m2以 下

2)ポ リプロピレン

・質量 27.3g/m2以 下

3)ポ リエチレンテ レフタレー ト

・質量 45± 5g/m2以下

4)ポ リエステル・ポリエチレン張 り合わせ

・質量 47± 5g/m2以下

5)ポ リエステル・ポリプロピレン張 り合わせ

・質量 37_4、 +7g/m2以 下

・使用量 1枚/層
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(寸法単位 :mm)

項  目 仕  様

④内装下地材 (1)、 (2)の うち、いずれか一仕様 とする

(1)な し

(2)あ り

・材質 1)、 2)の うち、いずれか一仕様とする

1)日 本農林規格の品質に適合する構造用製材、造作用製材、下地用製材、広葉樹製材

2)平成 12年建設省告示第 1452号 に規定する無等級材のうち針葉樹材
・寸法 15X45以上

⑤防湿気密シー

ト

(1)、 (2)の うち、いずれか一仕様 とする

(1)な し

(2)あ り

・材料 1)～ 3)の うち、いずれか一仕様 とする

1)住宅用プラスチック系防湿フィルム (」 IS A 6930)

・厚さ 0.20以 下

2)包装用ポリエテレンフィルム (」 IS Z 1702)

・厚さ 0.20以 ド

3)農業用ポリエチレンフィルム (」 IS K 6781)
。厚さ 0.20以 下

⑥外装目地材 (1)、 (2)の併用

(1)建築用シー リング材

・材質 1)～ 5)の うち、いずれか一仕様 とする

1)ポ リウレタン系

2)ア クリル系

3)ア クリルウレタン系

4)ポ リサルファイ ド系

5)シ リコン系
。使用量 56±丘6g/m以 上

(2)バ ックアップ材

・材質 1)～ 5)の うち、いずれか一仕様 とする

1)ポ リエチレン系

2)ポ リスチレン系

3)ポ リウレタン系

4)ポ リプロピレン系

5)塩化ビニル系

・使用量 4±α9g/m以 上

⑦内装材 目地処

理材

(1)、 (2)の うち、いずれか一仕様 とする

(1)な し

(2)あ り
。材料 1)又 は 1)及び 2)の併用

1)せ っこうボー ド用 目地処理材 (」 IS A 6914)

・塗布量 50g/m以上

2)ガラスファイバーテープ

・厚 さ 0。 13以上

。幅 35以上
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(寸法単位 :mm)

項  目 仕  様

③留付材 [1]外装材固定用

・材料  (1)、 (2)の うち、いずれか一仕様 とする

(1)く ぎ

・材質 1)、 2)の うち、いずれか一仕様とする

1)鋼製又はステンレス鋼製

2)真ちゅう
。寸法 φ2.15以上×長 さ38以上

(2)ね じ

・材質 1)、 2)の うち、いずれか一仕様 とする

1)鋼製又はステンレス鋼製

2)真ちゅう
。呼び寸法 φ3.5以 上×長さ 38以上

。留付間隔又は本数

・長さ方向 500以下

・幅方向 1段 につき 2本留め (外装材の働き幅 100～ 150)

1段につき 3本留め (外装材の働き幅 150～ 240)

[2]目 板固定用

(1)、 (2)の うち、いずれか一仕様 とする

(1)な し

(2)あ り (外装材形状が突付け、本実、相 じゃくり、大和張 りの場合に使用可)

・材料 1)、 2)の うち、いずれか一仕様 とする

1)く ぎ

・材質 1)、 2)の うち、いずれか一仕様とする

1)錮製又はステンレス鋼製

2)真ちゅう

・寸法 φ2.15以上×長さ 38以上

2)ね じ

・材質 1)、 2)の うち、いずれか一仕様とする

1)鋼製又はステンレス鋼製

2)真ちゅう
。呼び寸法 φ3.5以上×長さ 38以上

・留付間隔 500以下
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(寸法単位 :mm)

項  目 仕  様

③留付材

(つづき)

[3]外装下地胴縁固定用

(1)、 (2)の うち、いずれか一仕様 とする

(1)な し

(2)あ り
。材料 1)、 2)の うち、いずれか一仕様 とする

1)く ぎ

・材質 鋼製又はステンレス鋼製

・寸法 φ2.15以 上×長さ 38以上

2)ね じ

・材質 鋼製又はステンレス鋼製

・呼び寸法 φ3.5以 上X長 さ 38以上

・留付間隔 500以 下

[4]外張断熱材仮留用

(1)、 (2)の うち、いずれか一仕様とする

(1)な し

(2)あ り
。材料 1)～ 3)の うち、いずれか一仕様とする

1)粘着層付きテープ

・材質 ①～①のうち、いずれか一仕様とする

①ブチルゴム系

②EPDMゴム系

③アクリル系

④アスファル ト系

⑤ポリエチレン系

⑥ポリエステル系

⑦ポリプロピレン系

③ポリオレフィン系
・厚さ 1.0± 01以下
・幅 100以下
・使用量 120.12g/m以 下

2)く ぎ

・材質 鋼製又はステンレス鋼製
・寸法 φ2.15× 長さ38以上

3)ね じ

・材質 鋼製又はステンレス鋼製
・呼び寸法 φ3.5× 長さ38以上

[5]外張断熱材・胴縁固定用

・材料 外張断熱材固定用専用ねじ

・材質 鋼製又はステンレス鋼製

・呼び寸法 φ4.2以 上X長 さ 75以上かつ、のみ込み寸法 40以上

・留付間隔 500以 下 (胴縁直交方向)

100以上 500以 下 (胴縁方向)
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(寸法単位 :Hlm)

項  目 仕  様

③留付材

(つづき)

[6]構造用面材固定用

・材料  (1)、 (2)の うち、いずれか一仕様 とする

(1)く ぎ

・材質 鋼製又はステンレス鋼製

・寸法 φl.70以上×長 さ25以上

(2)ね じ

・材質 鋼製又はステンレス鋼製

・呼び寸法 φ3.1以上×長 さ25以上

・留付間隔 周辺部 200以下

中間都 300以下

[7]充てん断熱材固定用

(1)、 (2)の うち、いずれか一仕様 とする

(1)な し

(2)あ り

・材料 ステープル

・材質 鋼製又はステンレス鋼製

・寸法 肩幅 10以上、足長 10以上

・留付間隔 1000以下

[8]内 装下地材固定用

(1)、 (2)の うち、いずれか一仕様 とする

(1)な し

(2)あ り

・材料 1)、 2)の うち、いずれか一仕様 とする

1)く ぎ

・材質 鋼製又はステンレス鋼製

・呼び寸法 φ2.15以上×長さ 38以上

2)ね じ

・材質 鋼製又はステンレス鋼製

・呼び寸法 φ3.5以上×長さ 38以上
。留付本数 柱、間柱に 1本以上/1箇所

[9]内装材固定用

・材料  (1)、 (2)の うち、いずれか一仕様 とする

(1)く ぎ

・材質 鋼製又はステンレス鋼製

・呼び寸法 φl,70以上 X長 さ25以上

(2)ね じ

・材質 鋼製又はステンレス鋼製

・呼び寸法 φ3.1以上×長さ25以上

・留付間隔 周辺部 200以下

中間部 300以下
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(寸法単位 :mm)

項  目 仕  様

③留付材

(つづき)

[10]防水紙固定用

(1)、 (2)の うち、いずれか一仕様とする

(1)な し

(2)あ り

・材料 1)、 2)又は 1)及び 2)の併用

1)粘着層付きテープ

・材質 ①～③のうち、いずれか一仕様とする

①ブチルゴム系

②EPDMゴム系

③アクリル系

④アスフアル ト系

⑤ポリエチレン系

⑥ポリエステル系

⑦ポリプロピレン系

③ポリオレフィン系
・寸法 厚さ 1,0±01以下

幅 100以下
・使用量 120±ψg/m以下

2)ステープル

・材質 鋼製又はステンレス鋼製
・寸法 肩幅 10以上、足長 10以上

・留付間隔 1000以下

[11]充 てん断熱材吹込み施工用ネット固定用

(1)、 (2)の うち、いずれか一仕様 とする

(1)な し(③充てん断熱材吹込み施工用ネットがなしの場合)

(2)あ り

・材料 ステープル

・材質 鋼製又はステンレス鋼製

・寸法 肩幅 10以上、足長 10以上

・留付間隔 50以下

14



(寸法単位 :Hlm)

項  目 仕  様

③留付材

(つづき)

[12]防湿気密シー ト固定用

(1)、 (2)の うち、いずれか一仕様、又は (1)及び (2)の 併用とする

(1)粘着層付きテープ

・材質 1)～ 8)の うち、いずれか一仕様 とする

1)ブチルゴム系

2)EPDMゴ ム系

3)ア クリル系

4)アスファル ト系

5)ポ ジエチレン系

6)ポ リエステル系

7)ポ リプロピレン系

8)ポ リオレフィン系

・寸法 厚さ 1.0.α l以下

幅 100以下
。使用量 120■ 柁g/m以下

(2)ス テープル

・材質 鋼製又はステンレス鋼製

・寸法 肩幅 10以上、足長 10以上

・留付間隔 1000以下
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4.構造説明図

構造説明図を、図 1～図 5に示す。

図 1 構造説明図
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図 2 構造説明図
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図 3 構造説明図
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図 4 構造説明図
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図 5 構造説明図
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5.施工方法等

<施工手順 >
施工は以下の手順で行 う。

1)構造躯体の施工

柱及び間柱は、反 り曲がりのないものを使用する。

柱及び間柱は、土台に対して垂直に使用 し500mm以 下の間隔で取付ける。

2)構造用面材の取付け (構造用面材を用いる場合)

構造用面材は、構造用面材固定用留付材を用いて柱、間柱、胴差 (評価対象外)、 土台 (評価対象外)等に取付ける。

3)外張断熱材の仮留め (仮留めを行 う場合)

外張断熱材を仮留めする場合には、外張断熱材仮留用留付材を用いて、仮留めする。

4)外張断熱材の取付け

外張断熱材は、外張断熱材・胴縁固定用留付材を用いて、柱、間柱または構造用面材に取付ける。

5)防水紙の張付け (防水紙を用いる場合)

防水紙は、重ね代を縦 100mm以上、横 100mm以上とり、防水紙固定用留付材を用いて張 り付ける。

なお、張 り付ける際にはたるみ、しわのないように張 り付ける。

6)胴縁の取付け

胴縁は胴縁固定用留付材を用いて、柱、間柱または構造用面材に取付ける。

7)外装材の取付けおよび目板の取付け (目 板を用いる場合)

外装材の張 り方は、縦張りまたは横張 りとする。

外装材は外装材固定用留付材を用いて、胴縁に取付ける。

目板は、必要に応 じて目板固定用留付材を用いて、胴縁または外装材に取付ける。

節部の欠け等は、必要に応 じて、木材やアクリル樹脂系接着剤、エポキシ樹脂系接着剤を用いて補修する。

※外装材の目地処理 (外装材働き幅方向)は、張 り方に応 じて、以下の方法で行 う。

(1)突付け

外装材は端部を密着させ、隙間が生 じないように取付ける。

(2)本実

外装材の重ね代は、指定寸法を確保 し、上実・下実のいずれかの端部は相互に密着させるように張付ける。

(3)相 じゃくり

外装材の重ね代は、指定寸法を確保 し、上実・下実のいずれかの端部は相互に密着させるように張付ける。

(4)突付け+目 板、本実+目 板、相 じゃくり+目 板

外装材は端部を密着させ隙間が生 じないようにし、目板は重ね代の指定寸法を確保 して、外装材 と目板は相互に

密着させるように張付ける。

(5)大和張り (外装キロ板)

外装材は目板 との重ね代の指定寸法を確保 して、外装材と目板は相互に密着させるように張付ける。

(6)大和張り (外装+外装)

外装材の重ね代は指定寸法を確保 し、外装材同士は相互に密着させるように張付ける。

(7)よ るい張 り

外装材の重ね代は指定寸法を確保 し、外装材同士は相互に密着させるように張付ける。
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※外装材の目地処理 (外装材長手方向)は、張 り方に応 じて、以下の方法で行 う。

(1)突付け目地

外装材は端部を密着させ、隙間が生じないように取付ける。

(2)シーリング材 とバックアップ材の併用 目地

目地幅には、パックアップ材を用いて、その上に隙間が生じないようにシー リング材を充てんする。

8)断熱材の充てん

充てん断熱材は、柱及び間柱間に隙間が生 じないように充てんする。または柱及び間柱間に充てんし、充てん断熱材

固定用留付材を用いて隙間が生じないように取付ける。

吹込み断熱材の施工については、」IS A 9523吹 込み用繊維質断熱材に定められた吹込み用断熱材製造業者が提供する

施エマニュアルに基づき管理する。

9)内装下地材の取付け (内装下地材を用いる場合)

内装下地材は、内装材の横 目地となる位置の柱及び聞柱間に、内装下地材固定用留付材を用いて取付ける。

10)防湿気密シー トの張付け (防湿気密シー トを用いる場合)

防湿気密シー トは、重ね代を 1 00nlm以 上とり、防湿気密シー ト固定用留付材を用いて、柱及び間柱に張 り付ける。

なお、張り付ける際はたるみ、しわのないように張り付ける。

11)内装材の取付け

内装材は、内装材固定用留付材を用い、柱、間柱、胴差 (評価対象外)、 土台 (評価対象外)等 に取付ける。

目地部には必要に応 じて内装材用 目地処理材を施 し、平滑に仕上げる。
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